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1
大阪市水道局庁内情報ネットワーク機能拡
張業務委託

情報処理－情報処
理

ＮＥＣフィールディング株式会
社　西日本インテグレーション
統括部　関西第一営業部

¥16,390,000 令和8年2月18日
地方公営企業法施行
令第２１条の１３第１項
第２号

G４ -

http://cms3.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/cmsfiles/contents/0000026/26166/R60924zuikeiriyuu.pdf
http://cms3.city.osaka.lg.jp/kanri/seisaku/cmsfiles/contents/0000026/26166/R60924zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１．案件名称  

大阪市水道局庁内情報ネットワーク機能拡張業務委託 

 

２．契約相手方 

  NEC フィールディング株式会社 

 

３．随意契約理由 

  本業務は、Microsoft 365 の高機能化に伴うネットワーク利用増加とユーザ利用環境の

安定化を両立するため、庁内情報ネットワークの機能拡張（新たなネットワークルート

構築）を行うものです。 

大阪市水道局情報システム統合基盤および庁内情報ネットワーク（以下「本システ

ム」という）は、上記業者が独自にシステム設計およびネットワーク設計を行い、さら

にシステム構築まで一貫して実施したものです。 

本業務の実施にあたっては、本システム全体を熟知していることが不可欠であり、 

その上で、本システムの中核部の一部であるネットワークの設計、構築、設定を確実に

行える技術が求められます。さらに、サーバからネットワーク、庁内情報端末に至るま

で、一貫したネットワーク構築と安定稼働を確保できる機能保証が必要不可欠であり、

そのためには、本システムの構成に精通した高度な専門知識と技術を必要とします。 

また、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し

障害が発生した場合、その障害原因が本業務に起因するものなのかどうか、又は、統合

基盤庁内情報ネットワークに関することなのかについて確認した結果、障害原因の究明

には上記業者以外では非常に困難となり、ひいては責任の所在が不明確になる旨の見解

を得ています。 

よって、本業務における一貫した責任と性能について、保証を持たせることができる

のは NEC フィールディング株式会社が唯一の業者です。 

以上のことから、上記業者と契約を締結いたします。 

 

４．根拠法令 

  地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号 

 

５．担当部署 

  水道局総務部 DX 推進課（電話番号 ０６－６６１６－５４１１） 


